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令和５年度 第２回 神栖市社会福祉協議会評議員会 次第 

日 時：令和６年３月２８日(木) 

午後２時～ 

場 所：神栖市保健・福祉会館 

１．会議適正審査報告 

２．あ い さ つ 

３．議 長 選 出 

４．議事録署名人選出 

５．議 事 

議案第１号 補欠役員(理事)の選任(案)について 

議案第２号 令和５年度 社会福祉事業区分 収支補正予算(案)について 

議案第３号 常務理事の報酬及び費用弁償に関する規程の一部改正(案)について 

議案第４号 令和６年度 神栖市社会福祉協議会事業計画(案)について 

議案第５号 令和６年度 社会福祉事業区分 収支予算(案)について 

議案第６号 令和６年度 公益事業区分 収支予算(案)について 

６．閉 会 



議案第１号 

補欠役員(理事)の選任(案)について 

＜提案理由＞ 

令和６年３月３１日付で辞任届を受理した狭山利和理事（常務理事。学識経験者）、及び

五十嵐清美理事（議会）、並びに髙安桂一理事（行政関係者）が令和６年３月３１日で役職

交替となるため、後任の理事３名について、定款第２１条第１項及び役員選任規程第２条の

規定に基づき、別紙（案）のとおり、選任するものです。 

令和 ６ 年 ３ 月２８日 提出 

社会福祉法人神栖市社会福祉協議会 

会 長  石 田   進 

令和 ６ 年 ３ 月２８日 決議 

社会福祉法人神栖市社会福祉協議会 

令和５年度 第２回 評議員会 
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社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会　役員名簿

（任期：令和５年６月26日～令和７年度定時評議員会終結時）

№ 役職 氏　名 所属(推薦元)・役職等 備考

1 会 長 石 田 進 行政関係者 神栖市長

2 副 会 長 篠 塚 洋 一
地域の福祉関係者･団体
(民児協)

神栖市連合民生委員児童委員協議
会 会長

3 〃 千 葉 千 恵 子 ボランティア ボランティアサークルほほえみ 代表

4 常務理事 野 口 修 一 学識経験者 学識経験者

5 理 事 鈴 木 伸 洋 学識経験者 学識経験者

6 〃 額 賀 優 議会 神栖市議会議長

7 〃 卯 月 秀 一
社会福祉施設役職員
(高齢者施設)

特別養護老人ホーム マリンピア神栖
施設長

8 〃 信 太 俊 浩
社会福祉施設役職員
(高齢者施設)

老人保健施設シオン 事務長

9 〃 花 田 三 男
社会福祉施設役職員
(障害者施設)

障害者支援施設 神栖啓愛園 施設長

10 〃 中 嶋 正 子
社会福祉施設役職員
(障害者施設)

指定障害福祉サービス多機能型事業
所ハミングハウス 施設長

11 〃 高 田 和 美 ボランティア ボランティアサークルひとみの会 書記

12 〃 須 之 内 正 昭
地域の福祉関係者･団体
(民児協)

神栖市連合民生委員児童委員協議
会 副会長

13 〃 西 川 寧 人
地域の福祉関係者･団体
(企業)

鹿島共同施設㈱ 専務取締役

14 〃 石 井 洋 一
地域の福祉関係者･団体
(行政委員連絡協議会)

神栖市行政委員連絡協議会
５年度委員（日川浜地区)

15 〃 佐 藤 行 廣
地域の福祉関係者･団体
(行政委員連絡協議会)

神栖市行政委員連絡協議会
５年度委員（明神前地区)

16 〃 野 村 み さ 子
地域の福祉関係者･団体
(更生保護女性会)

神栖市更生保護女性会

17 〃 大 和 愛 紀
地域の福祉関係者･団体
(ＰＴＡ連絡協議会)

神栖市ＰＴＡ連絡協議会 副会長
（神栖三中ＰＴＡ副会長)

18 〃 日 高 篤 生 行政関係者 神栖市福祉部長

19 監 事 岡 野 一 男 財務諸表を監査しうる者 学識経験者

20 〃 森 本 政 一 地域の福祉関係者
神栖市神栖地区民生委員児童委員
協議会副会長

令和５年６月２６日現在

選出区分
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令和５年度第２回評議員会 

議案第１号資料（令和６年３月２８日提出） 

理事選任案（ 終案は評議員会当日に提出させていただきます。） 

前 任 者 後 任 者 選 任 案 

氏 名 選出区分(就任期間) 氏 名 選出区分（就任予定） 

狭山 利和 
学識経験者 

（R03.04.01～） 

のぐちしゅういち 

野口 修一 

学識経験者 

（行政経験者） 

（R06.04.01～） 

五十嵐 清美 
神栖市議会（議長） 

（R03.12.01～） 

ぬかが まさる 

額 賀 優 

神栖市議会（議長） 

（R06.04.01～） 

高安 桂一 
行政関係者 

（神栖市福祉部長） 

（R04.04.01～） 

ひだか とくお 

日高 篤生 

行政関係者 

（神栖市福祉部長） 

（R06.04.01～） 

※ 任 期：令和７年度定時評議員会終結時まで（残任期間）
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議案第２号 

令和５年度社会福祉事業区分 収支補正予算(案)について 

＜提案理由＞ 

本会の令和５年度収支について、法人全体では問題は発生しておりませんが、以下の理由

から当初予算編成時と実際の執行に差違が生じ、一部の収支項目について執行計画の見直し

を行う必要があることから、次項の通り、令和５年度社会福祉事業区分収支補正予算(案)を

編成いたしましたので、審議の上、決議願います。 

〇補正理由 

（１）令和５年５月１日付で２名、令和５年１０月１日付で１名の正職員採用が予定通り実施でき

なかったことと、本会正職員の退職（１名。令和５年１２月末）や休職（１名。８月～１２

月）による人件費支出及び職員設置費助成金収入の減額。 

（２）上記に関連した事務局内人員配置の見直し（地域福祉推進事業、生活福祉資金特例貸付フォロ

ーアップ事業）による人件費支出予算の調整。 

令和 ６ 年 ３ 月２８日 提出 

社会福祉法人神栖市社会福祉協議会 

会  長  石 田   進 

令和 ６ 年 ３ 月２８日 決議 

社会福祉法人神栖市社会福祉協議会 

令和５年度 第２回 評議員会 
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社会福祉法人神栖市社会福祉協議会 令和５年度収支補正予算書

●事業区分・拠点区分区分別 資金収支補正予算総括表

（単位：円）

事業区分・拠点区分 当初予算 補正額(案) 補正後予算額 備考

 社会福祉事業区分 225,452,000 △ 20,616,000 204,836,000 

 社協自主事業 145,731,000 △ 19,866,000 125,865,000 

 地域福祉推進事業（法人本部） 130,205,000 △ 19,866,000 110,339,000 
職員退職、配置変更
による減額

 精神保健福祉支援事業 6,417,000 6,417,000 

 成年後見制度に関する事業 9,109,000 9,109,000 

 受託事業 66,655,000 0 66,655,000 

 日常生活自立支援事業 3,014,000 3,014,000 

 精神障害者デイケア事業 3,273,000 3,273,000 

 障害者相談支援事業 6,316,000 6,316,000 

 生活困窮者自立支援事業 31,711,000 0 31,711,000 

 生活福祉資金に関する事業 22,341,000 0 22,341,000 

 本則貸付事務 172,000 172,000 

 特例貸付フォローアップ 22,169,000 0 22,169,000 
職員配置変更による
予算内訳調整

 障害者計画相談事業 1,390,000 1,390,000 

 基金積立事業 1,801,000 1,801,000 

 職員退職手当積立事業 9,875,000 △ 750,000 9,125,000 
職員退職、配置変更
による減額

 公益事業区分 21,495,000 0 21,495,000 

 広告･自動販売機設置事業 495,000 495,000 

 労働者派遣事業 21,000,000 21,000,000 

法人全体 246,947,000 △ 20,616,000 226,331,000 
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（単位：円）

区　分　別　補　正　額　内　訳

社協自主事業

地域福祉推進
事業

生活福祉資金
(フォローアップ)

＜　事業活動による収支　＞

＜　収入　＞

 会費収入 14,050,000 0 0 0 0 14,050,000 

 寄附金収入 2,000,000 0 0 0 0 2,000,000 

 経常経費補助金収入 116,886,000 △ 19,866,000 △ 19,866,000 0 0 97,020,000 

 市補助金収入 116,249,000 △ 19,866,000 △ 19,866,000 0 0 96,383,000 

社協職員設置費収入 100,153,000 △ 19,866,000 △ 19,866,000 80,287,000  減額申請に伴い予算減額

社協活動促進費収入 16,096,000 0 16,096,000 

 県社協助成金収入 460,000 0 0 0 0 460,000 

 共同募金配分金収入 177,000 0 0 0 0 177,000 

 受託金収入 66,849,000 0 0 0 0 66,849,000 

 市受託金収入 41,604,000 0 0 0 0 41,604,000 

 県社協受託金収入 25,245,000 0 0 0 0 25,245,000 

 事業収入 2,618,000 0 0 0 0 2,618,000 

 障害福祉サービス等事業収入 1,390,000 0 0 0 0 1,390,000 

 受取利息配当金収入 15,000 0 0 0 0 15,000 

 その他の収入 1,158,000 0 0 0 0 1,158,000 

事業活動収入計(1) 204,966,000 △ 19,866,000 △ 19,866,000 0 0 185,100,000 

＜　支出　＞

 人件費支出 155,265,000 △ 18,272,000 △ 18,663,000 △ 321,000 712,000 136,993,000 

 役員報酬支出 3,451,000 0 3,451,000 

 職員給料支出 93,901,000 △ 13,480,000 △ 12,859,000 △ 621,000 0 80,421,000  退職、人員配置変更に伴う減額

 職員賞与支出 28,106,000 △ 2,848,000 △ 3,148,000 300,000 0 25,258,000  退職、人員配置変更に伴う減額

 非常勤職員給与支出 4,505,000 0 0 0 0 4,505,000 

 退職給付支出 4,761,000 712,000 0 0 712,000 5,473,000  退職金発生のため増額

 法定福利費支出 20,541,000 △ 2,656,000 △ 2,656,000 0 0 17,885,000  退職、人員配置変更に伴う減額

 事業費支出 15,307,000 0 0 0 0 15,307,000 

 事務費支出 28,683,000 △ 132,000 △ 132,000 0 0 28,551,000 

 福利厚生費支出 892,000 △ 132,000 △ 132,000 0 0 760,000  退職、人員配置変更に伴う減額

 旅費交通費支出 347,000 0 0 0 0 347,000 

職員退職手当
積立事業

備考

●勘定科目別 資金収支補正予算明細書 (社会福祉事業区分)

勘定科目 当初予算額 補正予算額 補正後予算額受託事業
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（単位：円）

区　分　別　補　正　額　内　訳

社協自主事業

地域福祉推進
事業

生活福祉資金
(フォローアップ)

職員退職手当
積立事業

備考勘定科目 当初予算額 補正予算額 補正後予算額受託事業

 研修研究費支出 492,000 0 0 0 0 492,000 

 事務消耗品費支出 2,226,000 0 0 0 0 2,226,000 

 印刷製本費支出 609,000 0 0 0 0 609,000 

 修繕費支出 135,000 0 0 0 0 135,000 

 通信運搬費支出 2,275,000 0 0 0 0 2,275,000 

 会議費支出 404,000 0 0 0 0 404,000 

 業務委託費支出 11,156,000 0 0 0 0 11,156,000 

 手数料支出 77,000 0 0 0 0 77,000 

 賃借料支出 5,078,000 0 0 0 0 5,078,000 

 渉外費支出 80,000 0 0 0 0 80,000 

 諸会費支出 243,000 0 0 0 0 243,000 

 資料図書費支出 356,000 0 0 0 0 356,000 

 租税公課支出 1,594,000 0 0 0 0 1,594,000 

 保守料支出 2,406,000 0 0 0 0 2,406,000 

 雑支出 313,000 0 0 0 0 313,000 

 共同募金配分金事業費 177,000 0 0 0 0 177,000 

 助成金支出 2,393,000 0 0 0 0 2,393,000 

事業活動支出計(2) 201,825,000 △ 18,404,000 △ 18,795,000 △ 321,000 712,000 183,421,000 

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 3,141,000 △ 1,462,000 △ 1,071,000 321,000 △ 712,000 1,679,000 

＜　施設整備等による収支　＞

＜　収入　＞

 施設整備等補助金収入 0 0 0 0 0 0 

 施設整備等寄附金収入 0 0 0 0 0 0 

 固定資産売却収入 0 0 0 0 0 0 

施設整備等収入計(4) 0 0 0 0 0 0 

＜　支出　＞

 固定資産取得支出 888,000 0 0 0 0 888,000 

 器具及び備品取得支出 888,000 0 888,000 

施設整備等支出計(5) 888,000 0 0 0 0 888,000 

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △ 888,000 0 0 0 0 △ 888,000
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（単位：円）

区　分　別　補　正　額　内　訳

社協自主事業

地域福祉推進
事業

生活福祉資金
(フォローアップ)

職員退職手当
積立事業

備考勘定科目 当初予算額 補正予算額 補正後予算額受託事業

＜　その他の活動による収支　＞

＜　収入　＞

 基金積立資産取崩収入 1,000,000 0 0 0 0 1,000,000 

 積立資産取崩収入 1,000 0 0 0 0 1,000 

 財政調整積立資産取崩収入 1,000 0 0 0 0 1,000 

 事業区分間繰入金収入 2,970,000 0 0 0 0 2,970,000 

 公益事業区分繰入金収入 2,970,000 0 0 0 0 2,970,000 

 拠点区分間繰入金収入 8,764,000 △ 750,000 0 0 △ 750,000 8,014,000 

 拠点区分間繰入金収入 8,764,000 △ 750,000 0 0 △ 750,000 8,014,000  退職、人員配置変更に伴う減額

社協自主事業繰入金収入 6,368,000 △ 1,071,000 0 0 △ 1,071,000 5,297,000 

受託事業繰入金収入 2,315,000 321,000 0 0 321,000 2,636,000 

障害者計画相談支援事業繰入金収入 81,000 0 0 0 0 81,000 

その他の活動収入計(7) 12,735,000 △ 750,000 0 0 △ 750,000 11,985,000 

＜　支出　＞

 基金積立資産支出 0 0 0 0 0 0 

 積立資産支出 5,000,000 △ 1,462,000 0 0 △ 1,462,000 3,538,000 

 退職手当積立資産支出 5,000,000 △ 1,462,000 0 0 △ 1,462,000 3,538,000  繰入金減に伴う積立額の減額

 事業区分間繰入金支出 1,000 0 0 0 0 1,000 

 公益事業区分間繰入金支出 1,000 0 0 0 0 1,000 

 拠点区分間繰入金支出 8,764,000 △ 750,000 △ 1,071,000 321,000 0 8,014,000  退職、人員配置変更に伴う減額

 拠点区分間繰入金支出 8,764,000 △ 750,000 △ 1,071,000 321,000 0 8,014,000 

職員退職手当積立事業繰入金支出 8,764,000 △ 750,000 △ 1,071,000 321,000 0 8,014,000 

その他の活動支出計(8) 13,765,000 △ 2,212,000 △ 1,071,000 321,000 △ 1,462,000 11,553,000 

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △ 1,030,000 1,462,000 1,071,000 △ 321,000 712,000 432,000 

予備費支出(10) 8,974,000 0 0 0 0 8,974,000 

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △ 7,751,000 0 0 0 0 △ 7,751,000

前期末支払資金残高(12) 7,751,000 0 0 0 0 7,751,000 

当期末支払資金残高(11)+(12) 0 0 0 0 0 0 

予算総額 225,452,000 △ 20,616,000 △ 19,866,000 0 △ 750,000 204,836,000 

支出予算総額 225,452,000 △ 20,616,000 △ 19,866,000 0 △ 750,000 204,836,000 

（内部取引を相殺後） 216,688,000 △ 19,866,000 △ 18,795,000 △ 321,000 △ 750,000 196,822,000 
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議案第３号 

常務理事の報酬及び費用弁償に関する規程の一部改正(案)について 

＜提案理由＞ 

定年延長や再任用等により６０歳を超えて勤務する神栖市職員と、市の公的支援を受ける

公益団体（神栖市シルバー人材センター、神栖市文化・スポーツ振興公社）の常勤役員処遇

が、令和６年度より見直されることとなりました。本会の常務理事の報酬についても、他団

体と同様の見直しを行うため、規程の一部を改正するものです。 

改正案は次項のとおりです。審議の上、決議願います。 

令和 ６ 年 ３ 月２８日 提出 

社会福祉法人神栖市社会福祉協議会 

 会  長  石 田   進 

令和 ６ 年 ３ 月２８日 決議 

社会福祉法人神栖市社会福祉協議会 

令和５年度 第２回 評議員会 
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7 

常務理事の報酬及び費用弁償に関する規程改正案（赤字‥追加または修正箇所） 

改正前の条文 改正後の条文（案） 

（目 的）  

第１条 この規程は、社会福祉法人神栖市社会福祉協

議会定款第 24 条第１項の規定に基づき常務理事

(神栖市から派遣された一般職の職員である者を除

く。)の報酬及び費用弁償に関し、必要な事項を定

めることを目的とする。 

（報 酬）  

第２条 常務理事の報酬は、月額２８０,０００円と

し、別に通勤手当を支給する。  

２ 報酬の支給方法については、正職員の例による。  

３ 報酬は、法令の定めるところにより控除すべき金

額を控除して支給する。 

（改 廃）  

第４条 この規程の改廃は、評議員会の決議を経て行

う。 

（目 的）  

第１条 この規程は、社会福祉法人神栖市社会福祉協

議会定款第 24 条第１項の規定に基づき常務理事

(神栖市から派遣された一般職の職員である者を除

く。)の報酬及び費用弁償に関し、必要な事項を定

めることを目的とする。 

（報 酬）  

第２条 常務理事の報酬は、月額３００,０００円と

し、別に通勤手当を支給する。  

２ 報酬の支給方法については、正職員の例による。  

３ 報酬は、法令の定めるところにより控除すべき金

額を控除して支給する。 

（改 廃）  

第４条 この規程の改廃は、評議員会の決議を経て行

う。 

附則 

４ この規程は、令和６年４月１日から施行する。（改

訂第143号) 
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17 

議案第４号 

令和６年度 神栖市社会福祉協議会事業計画(案)について 

＜提案理由＞ 

「第５次地域福祉活動計画（令和２年度～６年度）」に基づき、令和６年度本会事業計

画(案)を、別添「令和６年度事業計画書及び収支予算書(案)」のとおり作成しました。 

審議の上、決議願います。 

令和 ６ 年 ３ 月２８日 提出 

社会福祉法人神栖市社会福祉協議会 

会  長  石 田   進 

令和 ６ 年 ３ 月２８日 決議 

社会福祉法人神栖市社会福祉協議会 

令和５年度 第２回 評議員会 
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議案第５号 令和６年度 社会福祉事業区分 収支予算(案)について 

議案第６号 令和６年度 公益事業区分 収支予算(案)について 

＜提案理由＞ 

令和６年度事業計画に基づき、社会福祉事業区分及び公益事業区分の令和６年度収支予

算(案)を、別添「令和６年度事業計画書及び収支予算書(案)」のとおり編成しました。 

なお予算編成にあたり、神栖市からの法人運営費助成金について、社協職員設置費助成

金、社協運営費助成金、社協事業費助成金の要望を行った結果、いずれの助成金も要望額

（総額１０７,３７１千円。前年比８,８９８千円減）のとおり、市から内示を頂いており

ます。審議の上、決議願います。 

令和 ６ 年 ３ 月２８日 提出 

社会福祉法人神栖市社会福祉協議会 

会  長  石 田   進 

令和 ６ 年 ３ 月２８日 決議 

社会福祉法人神栖市社会福祉協議会 

令和５年度 第２回 評議員会 
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＜資料＞ 関係法令、本会定款、規程等（抜粋） 

＜ 定 款 （令和４年４月 改訂）＞ 

（評議員会の構成） 

第11 条 評議員会は，全ての評議員をもって構成する。 

（評議員会の権限） 

第12 条 評議員会は，次に掲げる事項について決議する。 

（１）理事及び監事の選任又は解任 

（２）理事及び監事の報酬等の額 

（３）理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準 

（４）予算及び事業計画の承認 

（評議員会の議長） 

第15 条 評議員会の議長は，その都度評議員の互選とする。 

（評議員会の決議） 

第16 条 評議員会の決議は，決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し，その

過半数をもって行い，可否同数のときは議長の決するところによる。 

（評議員会の議事録） 

第17 条 評議員会の議事については，法令の定めるところにより，議事録を作成する。 

２ 議長及び出席した評議員のうちから選出された議事録署名人２人は，前項の議事録に記名押印する。 

（役員の定数)  

第 18 条 この法人には，次の役員を置く。 

（１）理事 １５名以上１８名以内  

（２）監事 ２名  

（役員の資格）  

第 19 条 社会福祉法第 44 条第６項を遵守するとともに，この法人の理事のうちには，理事のいずれか一人及び

その親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数（現在数）の３分の１を超えて含まれることになって

はならない。 

（役員の選任） 

第21 条 理事及び監事は，評議員会の決議によって選任する。 

（役員の任期） 

第22 条 理事又は監事の任期は，選任後２年以内に終了する会計年度のうち 終のものに関する定時評議員会の

終結の時までとし，再任を妨げない。 

２ 補欠として選任された理事又は監事の任期は，前任者の任期の満了する時までとすることができる。 

（事業計画及び収支予算） 

第38 条 この法人の事業計画書及び収支予算書については，毎会計年度開始の日の前日までに，会長が作成し，

理事総数（現在数）の３分の２以上の同意及び評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合

も，同様とする。 

（会計年度) 

第40 条 この法人の会計年度は，毎年４月１日に始まり，翌年３月31 日をもって終わる。 
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＜ 役員選任規程 （平成２９年４月 一部改訂）＞ 

（目 的） 

第１条 この規程は，社会福祉法人神栖市社会福祉協議会定款第２１条に規定する役員の選任等に関し，

必要な事項を定めることを目的とする。 

（理 事） 

第２条 理事は，評議員会において，概ね次の個人又は団体の中から選任し，会長が委嘱する。 

（１）社会福祉事業を経営する団体の役職員 

（２）ボランティア活動を行う団体の代表者もしくは代表者が推薦した者 

（３）社会福祉事業について学識経験を有する者 

（４）地域の福祉関係者，社会福祉に関係のある団体の代表者もしくは代表者が推薦した者 

（５）議会 

（６）行政関係者 

（退 任） 

第４条 前２条の規定により，公職又は施設，団体等からの選出で役員となった者が，任期中その職を辞

任又は団体等を退会したときは，役員の職を退任するものとする。ただし，定款第18条に定める定数に

足りなくなるときは，退任後も，新たに選任された者が就任するまで，なお役員としての権利義務を有

する。 

（欠員補充） 

第５条 役員に欠員が生じた場合は，第２条又は第３条に規定するところにより選任する。 

＜ 経理規程 （令和２年１０月 改訂）＞ 

（予算の基準） 

第 12条 本会は，毎会計年度，事業計画及び承認社会福祉充実計画に基づき資金収支予算を作成する。 

２ 予算は，第４条第５項に定める拠点区分ごとに編成し，収入支出の予算額は勘定科目ごとに設定する。 

３ 拠点区分にサービス区分を設定している場合には，サービス区分ごとに予算を編成することができる。 

（予算の事前作成） 

第 13条 前条の予算は，事業計画及び承認社会福祉充実計画に基づき毎会計年度開始前に会長が編成し，

理事会の決議を経，評議員会の承認を得なければならない。 

（予備費の計上） 

第 15条 予測しがたい支出予算の不足を補うため，理事会の決議を経，評議員会の承認を得て支出予算に

相当額の予備費を計上することができる。 

（補正予算） 

第 17 条 会長は，予算の作成後に生じた事由により，予算に変更を加える必要がある場合には，補正予算

を作成し，理事会の決議を経，評議員会の承認を得なければならない。 
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社会福祉法人神栖市社会福祉協議会 評議員名簿

（任期:令和３年６月25日～令和７年度定時評議員会終結時）

1 野 口 文 男 S25.02.01 地域福祉に関心を持つ者 市民児協(神栖一中地区民生委員)

2 立原 ひろみ S31.07.03 〃 　 〃 　( 〃 )

3 野 口 芳 夫 S28.07.08 〃 　 〃 　( 〃 )

4 菅 谷 清 美 S23.07.25 〃 市民児協(神栖二中地区民生委員)

5 神 内 利 江 S36.11.16 〃 　 〃 　( 〃 )  Ｒ5.1.10就任

6 境 政 一 S29.02.10 〃 　 〃 　( 〃 )  Ｒ5.1.10就任

7 細 田 博 S28.03.28 〃 市民児協(神栖三中地区民生委員)

8 柴 田 紘 子 S20.09.05 〃 　 〃 　( 〃 )

9 細田 喜代美 S29.10.07 〃 　 〃 　( 〃 )

10 山 口 五 郎 S23.02.23 〃 市民児協(神栖四中地区民生委員)

11 草 彅 正 良 S27.05.07 〃 　 〃 　( 〃 )

12 平 島 幸 子 S28.04.10 〃 　 〃 　(　　 〃 　主任児童委員)

13 幸 保 雅 行 S24.12.18 〃 市民児協(波崎一中地区民生委員)

14 谷 中 照 子 S24.07.10 〃 　 〃 　( 〃 )  Ｒ5.1.10就任

15 野 中 敬 子 S34.02.22 〃 　 〃 　( 〃 )  Ｒ5.1.10就任

16 高 木 京 子 S29.10.20 〃 市民児協(波崎二中地区民生委員)

17 安 藤 渉 S25.02.24 〃 　 〃 　( 〃 )  Ｒ5.1.10就任

18 塙 昇 S29.06.27 〃 　 〃 　( 〃 )  Ｒ5.1.10就任

19 山家 多美子 S24.08.06 〃 市民児協(波崎三中地区民生委員)

20 池 田 克 久 S23.11.23 〃 　 〃 　( 〃 )  Ｒ5.1.10就任

21 塚 本 陽 子 S28.03.12 〃 　 〃 　( 〃 )  Ｒ5.1.10就任

22 原 秀 吉 S28.09.04 〃 市民児協(波崎四中地区民生委員)

23 原 和 夫 S27.07.27 〃 　 〃 　( 〃 )  Ｒ5.1.10就任

24 原 正 和 S32.04.09 〃 　 〃 　( 〃 )  Ｒ5.1.10就任

25 髙 橋 等 S38.01.01 ＮＰＯ法人 ＮＰＯ法人 あすなろ会

26 坂 本 鉄 夫 S18.08.20 シニアクラブ連合会 神栖市シニアクラブ連合会

27 山 間 松 代 S22.01.20 身体障害者福祉協議会 　神栖市身体障害者福祉協議会

28 大 塚 正 勝 S26.09.07 遺族会 神栖市遺族会

29 府 馬 愛 子 S28.03.07 母子寡婦福祉会 神栖市母子寡婦福祉会

30 保 立 憲 正 S44.05.03 行政関係者 神栖市長寿介護課  R4.4.1就任

31 出 沼 悦 子 S42.08.25 　　〃 神栖市障がい福祉課  R4.4.1就任

№ 氏　名 生年月日 選任規程による区分 選出母体等 備考


	令和5年度第2回評議員会資料
	評議員会資料Ｒ06
	令和
	評議員会資料Ｒ06

	令和
	役員名簿（Ｒ05.06～）

	令和
	Ｒ05社福事業区分補正予算
	Ｒ05社福事業区分補正予算00
	評議員会資料Ｒ06
	hyougiinnmeibo





